
広
島
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
六
号

広
島
県
病
院
事
業
職
員
給
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
十
二
月
二
十
六
日

広
島
県
病
院
事
業
管
理
者

平

川

勝

洋

広
島
県
病
院
事
業
職
員
給
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

広
島
県
病
院
事
業
職
員
給
与
規
程
（
平
成
二
十
一
年
広
島
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
八
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に

改
正
す
る
。

別
表
第
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
一
（
第
三
条
関
係
）

指
定
職
給
料
表

附

則

（
施
行
期
日
等
） 改

正
後

改
正

前

（
指
定
職
職
員
の
期
末
手
当
等
）

第
二
十
条

前
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
職
職
員
に
期
末

手
当
を
支
給
す
る
場
合
は
、
給
与
条
例
第
十
八
条
第

二
項
第
二
号
中
「
百
分
の
百
七
・
五
」
と
あ
る
の
は

「
百
分
の
四
十
八
・
七
五
」
と
、
「
百
分
の
八
十
六

」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
三
十
九
」
と
、
「
百
分
の

六
十
四
・
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
二
十
九
・
二

五
」
と
、
「
百
分
の
三
十
二
・
二
五
」
と
あ
る
の
は

「
百
分
の
十
四
・
六
二
五
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「

百
分
の
百
七
・
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
四
十
八

・
七
五
」
と
、
「
百
分
の
八
十
六
」
と
あ
る
の
は
「

百
分
の
三
十
九
」
と
、
「
百
分
の
六
十
四
・
五
」
と

あ
る
の
は
「
百
分
の
二
十
九
・
二
五
」
と
、
「
百
分

の
三
十
二
・
二
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
十
四
・

六
二
五
」
と
す
る
。

２

前
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
職
職
員
に
勤
勉
手
当
を

支
給
す
る
場
合
は
、
給
与
条
例
第
十
八
条
の
四
第
二

項
第
一
号
中
「
百
分
の
百
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分

の
百
六
・
二
五
」
と
し
、
給
与
規
則
第
二
十
七
条
第

二
項
に
定
め
る
職
員
の
勤
務
成
績
に
よ
る
割
合
は
、

同
条
第
三
項
に
定
め
る
割
合
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の

と
お
り
と
す
る
。

一
䢣
三

（
略
）

（
指
定
職
職
員
の
期
末
手
当
等
）

第
二
十
条

前
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
職
職
員
に
期
末

手
当
を
支
給
す
る
場
合
は
、
給
与
条
例
第
十
八
条
第

二
項
第
二
号
中
「
百
分
の
百
五
」
と
あ
る
の
は
「
百

分
の
四
十
七
・
五
」
と
、
「
百
分
の
八
十
四
」
と
あ

る
の
は
「
百
分
の
三
十
八
」
と
、
「
百
分
の
六
十
三

」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
二
十
八
・
五
」
と
、
「
百

分
の
三
十
一
・
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
十
四
・

二
五
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
百
分
の
百
五
」
と
あ

る
の
は
「
百
分
の
四
十
七
・
五
」
と
、
「
百
分
の
八

十
四
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
三
十
八
」
と
、
「
百

分
の
六
十
三
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
二
十
八
・
五

」
と
、
「
百
分
の
三
十
一
・
五
」
と
あ
る
の
は
「
百

分
の
十
四
・
二
五
」
と
す
る
。

２

前
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
職
職
員
に
勤
勉
手
当
を

支
給
す
る
場
合
は
、
給
与
条
例
第
十
八
条
の
四
第
二

項
第
一
号
中
「
百
分
の
百
二
・
五
」
と
あ
る
の
は
「

百
分
の
百
五
」
と
し
、
給
与
規
則
第
二
十
七
条
第
二

項
に
定
め
る
職
員
の
勤
務
成
績
に
よ
る
割
合
は
、
同

条
第
三
項
に
定
め
る
割
合
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
と

お
り
と
す
る
。

一
䢣
三

（
略
）

号
給

給

料

月

額

一

七
一
六
、
〇
〇
〇
円

二

七
七
二
、
〇
〇
〇
円

三

八
二
九
、
〇
〇
〇
円

四

九
〇
八
、
〇
〇
〇
円



１

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
規
程
に
よ
る
改
正
後
の
広
島
県
病
院
事
業
職
員
給
与

規
程
（
以
下
「
改
正
後
給
与
規
程
」
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

（
給
与
の
内
払
）

２

改
正
後
給
与
規
程
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
規
程
に
よ
る
改
正
前
の
広
島
県
病

院
事
業
職
員
給
与
規
程
の
規
定
に
基
づ
い
て
支
給
さ
れ
た
給
与
は
、
改
正
後
給
与
規
程
の
規
定
に
よ
る

給
与
の
内
払
と
み
な
す
。


